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日本行政書士会連合会 

役員等手当支給規則 

 

 

  （目的） 

第１条  この規則は、日本行政書士会連合会（以

下「本会」という。）会則第 12 条の３の規定

に基づき、役員等の手当の支給に関し、その

適正な運営を図るため、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 （役員等の手当の支給対象） 

第２条 この規則に基づく役員等の手当の支給

対象は、会則第６条に定める役員及び業務執

行上会長が委嘱する部員又は委員とする。 

２ 前項各号に掲げる役職に加え、他の役員等

が当該役職を代理又は代行（以下「兼務」と

いう。）した場合は、第４条の規定に基づき

当該役員等（以下「兼務者」という。）を支

給対象とする。 

 （役員等の手当の支給） 

第３条 役員等の手当は、役員が就任してから

退任するまでの期間、毎月 25 日に、第５条に

定める月額を支給する。 

２ 役員等が死亡した場合において、死亡した

役員等の役員手当に未払分があったときは、

その役員手当は、当該役員等の遺族に支給す

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、役員等がその

職務に従事しなかった期間が３月を超えた場

合には、再び職務に従事するまでの間支給し

ない。 

（兼務者への支給） 

第４条 役員等が任期の途中で退任又は死亡し

たために、他の役員等が退任又は死亡した役

員等（以下「退任者等」という。）の職務を

兼務した場合は、兼務者に対し、退任者等が

受けていた役員等の 手当を支給するものと

する。 

２ 役員等が傷病等により、その職務に従事す

ることができなくなった場合（以下「傷病者

等」という。）において、３月以上に亘って、

他の役員等が傷病者等の職務を兼務したとき

は、兼務者に対し、傷病者等が受けていた役

員等の手当を支給するものとする。 

（役員等の手当の額） 

第５条 役員等の手当の額は、次のとおりとす

る。 

  会  長 月額 金 35 万円 

    専務理事 月額 金 25 万円 

２ 前項の手当の支給を受ける役員等は、本会

が日本行政書士会連合会特定個人情報保護規

則第５条第１項第二号に定める事務を行うた

め、役員等の就任に際し、個人番号カードの

表裏の写し、又は個人番号の通知カードの写

しと運転免許証等の身元確認書類の写しを本

会に提出しなければならない。 

３ 前項の提出目的は、あらかじめ当該役員等

に通知するものとする。 

（期間計算） 

第６条 役員等の手当は、毎月 26 日から翌月の

25 日までを１月として計算する。 

２ 役員等が就任又は退任した時期が前項で定 

める１月の中途であった場合の役員等の手当

は、退任 した日が当該月の 10 日以前であっ

たとき又は、就任した日が 11 日以降であった

ときは、第５条で 定める役員等の手当の月

額の半額とし、退任した日が 11 日以降であっ

たとき又は、就任した日が 10 日以前であった

ときは、全額とする。 

 

附  則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 18 年１月 19 日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の役員等の手当の支給対象は、当分

の間、会長及び専務理事とする。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成 28年 4月 21日から施行す

る。 


